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令和３年度 山都町教育委員会の自己点検・評価シート  その１ 

大項目 中項目 小項目 点検・説明 
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（１）教育委員会の会議の運営 

に関すること 

①教育委員会会議の開催回数 
令和３年度においては、教育委員会会議について、定例会を１４回、学校規模最適化基

本方針等に係る臨時会を３回開催した。 

②教育委員会会議の運営上の工夫 
教育委員会会議は役場本庁会議室を中心に開催した。また、学校訪問等の行事に併せ

て行なうことで、会の活性化を図った。 

（２）教育委員会の会議の公開

等に関すること 

①教育委員会会議の傍聴者の状況 令和３年度中の傍聴者は０名（原則、公開） 

②会議録の公開、広報・公聴活動

の状況 

令和３年度における会議録の公開請求はなかった。 

（請求があれば、個人情報に関わることを除いて公開） 

（３）教育委員会と事務局との

連携に関すること 
①情報提供等 

教育長に委任された事務事業の実施状況については、機会あるごとに情報提供してい

る。 

（４）教育委員会と首長の連携 

に関すること 
①首長との意見交換 

山都町総合教育会議が令和３年４月２８日に開催され、町長（副町長及び総務課長等

出席）との意見交換の機会があった。 

（５）教育委員の自己研鑚に関

すること 
①研修会への参加状況 

先進地研修として、宮崎県美郷町立西郷義務教育学校を訪問し、義務教育学校の先進

地における、学校設立までの経緯や学校運営等について認識を深めた。 

（６）学校及び教育施設に関す

ること 

①学校訪問 

令和３年度は、コロナ感染拡大傾向が続いたため、総合訪問は中止とし、経営訪問を１

校（潤徳小）で、表簿指導を３校（矢部小、蘇陽小、矢部中）実施した。その他、入学

式、研究授業、卒業式等に出席し、各学校の状況把握に努めた。 

②所管施設の訪問 
学校の施設状況については、学校訪問時等に状況の把握を行っている。社会教育施設

については、生涯学習課で独自に調査を行っている。 

 



  評価シート その２ 

令和３年度 山都町教育委員会の自己点検・評価シート  その２ 

 

大項目 中項目 点検・説明 

 （１）学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること 

令和３年度山都町学校教育努力目標及び令和３年度山都町生涯学習努力目標を年度当初に

定めた。 

なお、「山都町生涯学習努力目標」においては、「山都町社会教育計画」及び「山都町公民館

活動努力目標」と併せて社会教育委員の審議を経て定めた。 

山都町学校規模適正化検討委員会から令和３年３月３０日に提出された「山都町の学校規模

適正化に課する報告書」を踏まえ、令和３年１２月２７日に「山都町学校規模適正化基本方

針」を策定した。 

 （２）学校､公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定す

ること 
該当なし 

 （３） 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長

の任免その他の進退について内申すること 
該当なし 

 
（４） 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。 

山都町学校管理規則第２０条から２８条に定めるとおりとする。 

令和３年度中の変更はなかった。 

 （５）前２号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及

び懲戒を行うこと。 

事務局職員の人事の一般方針については、町長部局の規定に準じることとし、教育委員会の

規定はない。令和３年度中の懲戒の該当事例はなかった。 

 （６）県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任

免を行うこと。 
該当なし 

 
（７）課長の任免を行うこと。 該当なし（学校教育課長及び生涯学習課長の異動無し） 

 
（８）学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。 該当なし 

 
（９）１件８０万円以上の工事の計画を策定すること。 令和３年度主要な施策の成果説明書に代える 
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  評価シート その２ 

 

（1０）教育委員会規則の制定または改廃を行うこと。 

・山都町就学援助に関する規則の一部改正(R3.10.29) 

 …就学援助の新入学用品費を、対象者の入学前に支給できるようにしたもの。 

・山都町部活動指導員設置規則の制定(R3.12.27) 

 …令和４年度より部活動指導員を配置予定のため定めたもの。 

・独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の制定(R4.1.25) 

…共済掛金の返還手続きに際し規定の整備が必要となったもの。 

・山都町立小･中学校管理規則の一部改正(R4.3.25) 

 …令和４年度に町内学校に指導教諭が配置されることとなったため改めたもの。 

・山都町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の制定(R4.3.25) 

 …教育委員会規則で定める申請書等の様式の押印義務を一括して廃止するもの。 

・山都町教育委員会事務局組織規則の一部改正(R4.3.28) 

 …R4.4.1 の行政組織の改編に伴い、町長部局の山の都創造課所管の「矢部高校の支援に

関すること」が生涯学習課に移管されるもの。 

・国指定重要文化財「通潤橋」の橋上部における公開に関する条例施行規則の制定(R4.3.28) 

 …条例の委任規則。橋上公開に際する観覧手続等について定めたもの。 

 
（1１）請願、訴訟、異議申し立てに関すること。 令和３年度中の該当事例はなかった。 

 

 

（1２）文化財保護委員、社会教育委員、公民館運営審議会委員

及び図書館協議会委員を委嘱すること。 

・現山都町文化財保護委員（９名）の任期は、令和５年３月３１日まで。 

・山都町社会教育委員（兼公民館運営審議会委員）を令和３年４月１日付けで６名に、令和

３年６月１日付けで２名にそれぞれ委嘱した。任期は令和５年３月３１日まで。 

・山都町図書館協議会委員を平成３年４月１日付けで９名に、令和３年６月１日付けで３

名にそれぞれ委嘱した。任期は令和５年３月３１日まで。 

・山都町社会教育指導員を令和３年４月１日付けで４名に委嘱した。任期は令和４年３月

３１日まで。 

 
（1３）校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定

めること 

・県費負担教職員については、県教育委員会が定める方針に準じ、町教委職員については、

山都町職員研修要綱に準じることとしている。その他、特段の定めはない。 

・教育委員会の研修として、「中堅教職員等の研修」「小学校英語科全員研修」「特別支援教

育研究会」等を実施した。 

 （1４）学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、または

これを変更すること。 

・就学区域を変更する特例として、「入学予定の学校が複式学級の可能性があり、近隣の単

式学級の学校での教育を希望し、教育委員会が相当であると認めた場合」を追加した。 
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  評価シート その２ 

 

（1５）教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見

を申出ること。 

【学校教育課】 

 

６月定例会議案提出（補正予算） 

・令和３年度一般会計補正予算（第１号）で主なもの 

＊新型コロナウイルス感染症対策交付金事業費 

小中学生感染防止対策消耗品費（子ども用マスク） 1,600 千円 

小中学校修学旅行キャンセル料等補助金 4,036千円 

＊小学校 備品購入 2,142 千円（AED（清和小以外の体育館用） 1,760千円ほか） 

＊中学校 備品購入 1,056 千円（AED（体育館用）） 

 

９月定例会議案提出（補正予算） 

・令和３年度一般会計補正予算（第２号）で主なもの 

＊登下校用車両借上料（バス路線の部分通行止めに伴う代替タクシー） 1,430千円 

＊ALT 民間委託料（JETの入国未定） 8,903 千円 

  ＊矢部中グラウンド排水復旧工事（南側法面復旧及び排水管設置） 1,060千円 

  ＊蘇陽中 給食設備取替工事（排風機及びフードの取替） 4,443千円 

 

１２月定例会議案提出（補正予算） 

・令和３年度一般会計補正予算（第５号）で主なもの 

＊旧下名連石小 敷地災害復旧工事（プール法面復旧） 1,963千円 

＊矢部小 渡り廊下屋根修繕料（屋根修繕） 1,157千円 

＊清和中 外壁補修工事監理委託料 1,100千円 

＊清和中 外壁補修工事（仮設、軒裏･外壁の補修･塗装、庇屋根改修） 32,640千円 

 

３月定例会議案提出（補正予算） 

・令和３年度一般会計補正予算（第８号）で主なもの 

＊新型コロナウイルス感染症対策交付金事業費 

  小学校 備品購入（空気清浄機、ICT機器、ストーブ等） 4,751千円 

  中学校 備品購入（空気清浄機、ICT機器、ストーブ等） 2,523千円 

  小中学校修学旅行キャンセル料等補助金（不用分の減額） △3,528 千円 

＊車両借上料（水俣に学ぶ肥後っ子教室中止に伴う減額） △1,099千円 

＊ALT 委託料（JET 来日に伴う民間委託不用分の減額） △7,017 千円 



  評価シート その２ 

 

（1５）教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見

を申出ること。 

 

【生涯学習課】 

 

６月定例会議案提出（補正予算） 

・令和３年度一般会計補正予算（第１号）で主なもの 

  ＊新型コロナウイルス感染症対策交付金事業費 

白糸第二体育館屋根改修工事 15,760千円 

    朝日体育館トイレ新設工事 7,146千円 

＊ふれあいコンサート委託料 2,000千円 

  ＊世代間交流事業補助金 1,150千円 

  ＊公民館新改築補助金 2,000千円 

＊山都町同和教育推進協議会補助金 950千円  

＊御小屋修理・復原検討基本計画策定委託料 3，630千円 

＊絵本カーニバル実行委員会補助金 900千円 

＊対外競技等出場助成金 819千円 

＊町体育協会運営助成金 2,800 千円 

＊中島体育館耐震改修業務委託料 3,444千円 

＊下矢部体育館解体工事 13,530千円 

＊中島東部体育館屋外トイレ新設工事 9,027 千円 

＊下名連石体育館屋外トイレ改修工事 994千円 

＊清和体育館耐震改修設計業務委託 3,697千円 

＊花上体育館解体工事 7,590千円 

 

７月臨時議会議案提出 

・令和３年度工事契約案件 

＊山都町運動公園（仮称）調整池等整備工事（議案第 62 号） 

契約相手方 株式会社 坂本建設 

契約金額  188,100,000円（税込み） 

入札方法  指名競争入札 

    仮契約日  令和 3 年 7月 6日 

 

＊山都町運動公園（仮称）芝生広場整備工事（議案第 63 号） 

契約相手方 株式会社 協信総業 

契約金額  108,680,000円（税込み） 

入札方法  指名競争入札 

    仮契約日  令和 3 年 7月 13日 



  評価シート その２ 

（1５）教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見

を申出ること。 

９月定例会議案提出（補正予算） 

・令和３年度一般会計補正予算（第２号）で主なもの 

 ＊矢部高校学生寮施設改修助成金 824千円 

  ＊馬見原グラウンド駐車整備工事 4,000 千円 

  ＊木材調達委託料 20，870 千円 

  ＊道路改良工事電柱移転補償費 1,663千円 

１０月臨時議会議案提出 

・令和３年度工事契約案件 

＊町道 長原後谷線 道路改良工事（第二期）（議案第 80 号） 

契約相手方 株式会社 坂本建設 

契約金額  55,000,000円（税込み） 

入札方法  指名競争入札、 仮契約日  令和 3年 10月 5日 

１２月定例議会議案提出 

・令和３年度一般会計補正予算（第５号）で主なもの 

  ＊ふれあいコンサート委託料 △2,000千円 

  ＊通潤橋周辺ゲート等設置工事 1,315千円 

  ＊通潤橋監視カメラ設置工事 4,256千円 

 ・条例改正 

  ＊山都町グラウンド条例の一部を改正する条例（朝日西部グラウンドの廃止）     

３月定例会議案提出 

・令和３年度一般会計補正予算（第８号）で主なもの 

＊通潤橋監視カメラ設置工事 △2,564 千円 

＊運動公園内芝生広場造成工事 80,000千円 

＊公園施設整備工事 80,000 千円 

＊総合体育館建築工事 350,000 千円 

 ・条例制定 

  ＊国指定重要文化財「通潤橋」橋上部における公開に関する条例 

・令和３年度工事契約（変更）案件 

＊山都町運動公園（仮称）調整池等整備工事（議案第 34 号） 

契約相手方 株式会社 坂本建設 

契約金額（増額）  491,640円（税込み）、仮契約日  令和 4年 2 月 22日 

・令和３年度工事契約（変更）案件 

＊町道 長原後谷線 道路改良工事（第二期）（議案第 35 号） 

契約相手方 株式会社 坂本建設 

契約金額（減額）  248,356円（税込み）、仮契約日  令和 4年 2 月 22日  



                                                    評価シート その３ 

令和３年度 山都町教育委員会の自己点検・評価シート  その３ 

大項目 中項目 小項目 担当課 点検・評価 
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（１）学校教育の充実 

①教育環境の充実 

・ 施設営繕事業（全小、中学校） 

・ 学校備品整備事業（全小、中学校） 

・ 通学用バスの運行事業 

・ 奨学生奨学金貸与事業 

・ 児童・生徒就学援助事業 

・ 特別支援学級児童・生徒就学奨励事業 

・ 特別支援教諭補助及び複式学級教諭補助

設置事業（全校 19 名） 

・ 適応指導教室「やまと教室」実施事業 

学校教育課 

「決算及び主要

施策成果報告」

等に代える。 

②学力向上対策の充実 

・ 習熟度別少人数指導推進事業 

・ ALT を利用したティームティーチング指

導推進事業 

・ 「地域未来塾」学習支援事業 

学校教育課 

 

生涯学習課 

③豊な心を育む教育の充実 

・ 総合的な学習時間推進事業 

・ 公設山都塾運営事業 

・ 教育カウンセラー（心の教室相談員）の 

設置事業 

学校教育課 

④体育・健康教育の充実 

・ 部活動支援事業 

・ 対外競技等出場助成事業 

・ 学童陸上・水泳記録会開催事業（郡のみ） 

・ 「早寝、早起き、朝ごはん運動」の推進 

学校教育課 

⑤特別支援教育の充実 
・ 特別支援連携協議会設置事業 

・ 特別支援教育教諭補助配置事業 
学校教育課 

⑥教職員の資質の向上 
・ 学校教育指導員設置事業 

・ 中堅教職員研修事業 
学校教育課 



                                                    評価シート その３ 

 

（２）社会教育の充実 

①社会教育体制の充実 

・ 社会教育委員（公民館運営審議会）会議と

図書館協議会の開催 

・ 社会教育関係団体の育成とリーダーの養

成 

・ 青少年の健全育成のための学校教育、家庭

教育、社会教育の連携 

生涯学習課 

 

②社会教育施設の充実と活用 

・ 中央公民館及び地区公民館の営繕 

・ 公民館支館及び分館活動の促進と施設整

備 

・ 町立図書館本館及び分館の充実と活用 

生涯学習課 

③社会教育活動の充実 

・ 学級講座の開設 

・ 中央公民館及び地区公民館と各支館及び

分館が連携し、学級や教室の開設 

生涯学習課 

④人権・同和教育の推進 

・ 同和教育推進協議会との連携した学習会

や研修（研究大会等）の実施 

・ 子ども会の育成と成人講座の開設 

・ 人権尊重の精神にたった社会教育の推進

と啓発活動の実施 

学校教育課 

生涯学習課 

⑤文化・芸術活動の促進と 

振興 

・ 文化財の保護思想の普及 

・ 重要文化的景観の整備、活用の推進 

・ 通潤橋の復旧と保存活用の推進 

・ 芸術鑑賞活動及び文化活動の促進事業 

・ 文化協会の育成と活動支援 

・ 公民館における文化活動の推進 

・ ゴイシツバメシジミ保護増殖の推進 

生涯学習課 
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⑥体育・スポーツ活動の振興 

・ 対外競技等出場助成事業 

・ 各種スポーツ施設、設備の整備と営繕 

・ スポーツ推進員会議の開催と研修の実施 

・ スポーツ団体、サークルの育成 

・ 生涯スポーツ推進と活動機会の充実 

・ 町民スポーツ大会及び支部体協対抗駅伝

大会への参加促進 

生涯学習課 

（３）学校給食の充実 ①食育の推進 
・ 学校給食献立研究会設置事業 

・ 学校給食衛生管理研修会事業 
学校教育課 

 
（４）新しい時代に対応する教

育の充実 

①国際理解教育の推進 ・ 外国語指導助手招致事業 学校教育課 

②情報教育の推進 

・ パソコン教室（IT講習会）開設事業 

・ ICTの効果的な活用推進 

（ICT教育支援事業） 

生涯学習課 

学校教育課 
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※ 総合評価 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」を実施するものであ

る。（平成２２年より実施） 

 令和３年度は臨時会も含め１７回の教育委員会を開催し３１件の議案を審議した。その中で山都町学校教育努力目標及び山都町生涯学習努力目

標を定め、学校教育と社会教育の連携を図り、学校・家庭・社会及び関係機関・団体と一体となった教育環境の整備充実に当たった。 

 以下、学校教育課及び生涯学習課の行った事務事業について総括する。 

 学校教育においては、矢部中学校区（矢部中学校、中島小学校、矢部小学校、潤徳小学校）が令和３年度から２ヵ年、上益城郡教育委員会連絡協

議会の「上益城郡中学校区「学力向上」研究指定事業」の研究指定校となり、学校間や保護者･地域等との連携協力による取組みを推進し、教育の

振興に資するため、来年度の研究発表等に向け、研究主題を定め取組みを推進した。 

山都町奨学金貸付事業について、督促の実施により収納率は上がったが、過年度分の収納率は依然として低い状態にある。継続して努めていく。 

フッ化物洗口事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年度に引き続き実施を見合わせた。 

小学校部活動を令和元年度から完全に廃止しており、学校教育課と生涯学習課が連携して、社会体育への受け皿の把握と移行に努めている。ま

た、国において中学校部活動の社会体育化に係る協議が進められており、今後の方針等を見定めながら調整を図る必要がある。 

「郷土に誇りを持ち、町の未来を担う人づくり」を基本理念として、将来の「山の都」を支える人材育成のために平成２８年度に開設した山都学

は、令和元年度から各校の総合的な学習に補助金を交付する形とし、学校や地域の実情に沿った取り組みを推進してきた。また、中学生による第５

回子ども議会を開催した。財源の地方創生推進交付金の交付期限が本年度までであるが、次年度以降は、ＳＤＧｓ推進交付金を用いて、本町におけ

る「山都学」の持続性を図るべく諸事業を調整していく予定である。 

新型コロナウイルス感染症対策と学習保障として、国・県の交付金等を活用して、全小中学校を対象にマスクの購入や空気清浄機、ICT 機器、ス

トーブ等の購入、修学旅行キャンセル料補助などを行った。新型コロナウイルスに対しては、引き続き感染対策・学習支援対策が求められる。 

文部科学省のギガスクール構想に基づき、令和２年度までに教育用タブレット、電子黒板、教師用パソコン等の購入や、学校情報通信ネットワー

ク環境整備を行っている。ただし、教師用タブレットや電子黒板については、学校現場が要請している必要台数を満たしていないことから、早期に

ICT 計画を策定し、所要の整備を行う必要がある。また、ICT の効果的な活用等については、継続して推進していく必要がある。 

令和２年度末に山都町学校規模適正化検討委員会から教育委員会に提出された「山都町の学校規模適正化に関する報告書」を踏まえ、教育委員会

において協議を重ね、「山都町学校規模適正化基本方針」を策定した。本方針に関しては、早期に住民等への周知を図る必要がある。 



                                                    評価シート その３ 

 

生涯学習においては、平成２８年に発生した熊本地震の被害から復旧した「国指定重要文化財通潤橋」は、令和２年７月２１日放水を再開した。文化財の

公開において橋上の見学と安全対策が検討課題であったが、令和４年３月定例会において国指定文化財「通潤橋」の橋上部における公開等に関する条例を制

定し、令和４年度から警備員を配備して有料による橋上観覧方式を取り入れた。 

「山都町グランドデザイン」に基づく中央グラウンド周辺整備事業においては、令和５年度中の九州中央自動車道の開通に合わせて竣工を目指すものであ

り、令和２年度から「総合体育館建設」の敷地造成事業に着手し、令和３年度は敷地造成２期目となる調整池等整備工事を行った。また、芝生広場整備工事

（面積約１２，０００ｍ²）や公園内道路も、高速道路建設事業の残土処理を受け入れながら着々と整備が進んでおり令和６年度までの整備完成を目指す。 

新型コロナウイルス感染症対策も緩和され、所管する社会体育施設及び体育施設についてコロナ前の利用状況に戻ってきた。 

国・県の補助を受けて平成３０年度から開催している「地域未来塾」は、継続しながら夏休み期間を利用して中学校３年生を対象に８日間実施し、コロナ

感染第７波の影響を受けてＷｅｂ講座となったが、学力向上へと着実に繋がっている。 

国の天然記念物ゴイシツバメシジミの生息調査を行い、成虫１５個体、幼虫３個体、卵４個体の確認を見た。全国で熊本県と宮崎県の県境に位置する内大

臣や市房山でのみ生息が確認されている絶滅危惧種であり、今後も継続して個体調査を実施するとともに、食餌植物であるシシンランの増殖を図っていく。 

ＮＰＯ法人が管理運営する矢部高校寮「令和寮」は、入寮者の増加により令和３年度から“令和寮”を男子寮とし、新たに“なかまち寮”を女子寮として

開設した。令和元年度の寮生４人からスタートした学生寮は、令和３年度において男子寮９名、女子寮５名に増えており、今後の予測から寮の受け入れ態勢

は喫緊の課題である。 

 


